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船舶事故調査報告書 

 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１１月１２日 ０５時０３分ごろ 

発生場所 大分県佐伯市大島の壇
だん

ノ鼻
はな

 

大島二等三角点から真方位０９８°７９０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５７.６′ 東経１３２°０４.８′） 

事故の概要  瀬渡船みや丸は、航行中、岩場に乗り揚げた。 

みや丸は、船長及び釣り客７人が負傷し、右舷船底部外板に破口等

を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 みや丸、９.１トン 

 ＯＴ２－２８４０（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.２９ｍ（Lr）×３.２７ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２７.００kＷ、平成１３年７月３１日 

 第２９４－２２２５８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 平成１０年９月１０日 

   免許証交付日 平成２９年１１月２１日 

          （令和５年９月９日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ６７歳 

 死傷者等 重傷 １人（釣り客Ａ）、軽傷 ７人（船長及び釣り客６人） 

 損傷 右舷船底部外板に破口を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約２.０m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約５０cm（大島（佐

伯湾）） 

日出時刻：０６時３９分ごろ 

月出時刻：１０時３４分ごろ 

月齢：４.３ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客Ａ及び釣り客７人を乗せ、

平成３０年１１月１２日０４時５５分ごろ佐伯市梶
かじ

寄
よせ

漁港を出航し、
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壇ノ鼻南側に位置するだんご
．．．

と呼称される岩場の南方沖に向け、約１

２ノットの対水速力で北北東進した。 

 船長、釣り客Ａ及び釣り客７人は、船長が操舵室の右舷側にある操

縦席に腰を掛け、釣り客１人が船長の左舷側で立ち、釣り客Ａ及び釣

り客４人が操舵室の後ろにある客室で両舷側にある長椅子にそれぞれ

腰を掛け、釣り客２人が後部の客室にいた。 

 船長は、０.２５海里（Ｍ）のレーダーレンジで船首方にだんご
．．．

を

認め、前日に瀬渡しした釣り人がいるか確認しようとだんご
．．．

南方約７

０～８０ｍ沖に接近したところでサーチライトを点灯した。 

船長は、だんご
．．．

に釣り人を確認できなかったものの、釣り人が壇ノ

鼻南東側にいたらサーチライトの光を眩
まぶ

しいと感じると思ってサーチ

ライトを消し、最初の釣り客を渡す壇ノ鼻東側の瀬渡し場所に向かう

目的で反転した。 

 船長は、壇ノ鼻南東側の海岸線から百数十ｍの距離を隔てて沖合を

航行しようと思い、左舵を取って航行し、サーチライトを点灯した直

後、０５時０３分ごろ衝撃を感じた。 

 釣り客Ａは、上半身を操舵室の方に向けて、左舷側の長椅子に座っ

ていたところ、衝撃を受けて顔面を船首側壁にぶつけた。 

 船長の左舷側に立っていた釣り客は、衝撃を受けて操舵室の床に倒

れている船長に声掛けしたが、意識を失っているように見えた。 

 船長は、操舵室の床に倒れているところを起こされ、周囲を見てだ
．

んご
．．

に乗り揚げたことを知り、クラッチレバーを後進として離礁した

後、船体の損傷状況を確認し、自力航行が可能な状況であったので、

梶寄漁港に帰航した。 

 船長は、梶寄漁港に着いたところ、釣り客が痛みを訴えたので、１

１９番通報した。 

船長、釣り客Ａ及び釣り客６人は、救急車で病院に搬送され、釣り

客Ａが別の病院に転送されて頸
けい

椎の骨折等と診断され、船長及び釣り

客６人が頭、首、腰及び足等に打撲を負った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 右舷船底部

外板の損傷状況、写真３ 事故発生場所（空中写真） 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.０～１.５ｍであった。 

船長は、夜間、壇ノ鼻沖を航行するとき、ふだんはサーチライトを

照射して陸岸及び瀬渡し場所を確認していた。 

船長は、だんごの南方沖で反転してから、レーダーを見ていなかっ

た。 

船長は、本事故当時、真っ暗であったが、だんご
．．．

南方沖から壇ノ鼻

東側の瀬渡し場所までの距離が近く、海上が凪
な

いでいて、波の影響が

なかったので、壇ノ鼻沖をいつも行う操船の感覚で操船できると思っ

た。 
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船長は、だんご
．．．

南方沖で反転し、瀬渡し場所に向かおうとしたこと

は覚えているが、乗り揚げたときの頭部への衝撃で乗り揚げるまでの

詳しい操船状況を思い出せなかった。 

船長は、約４０年間瀬渡しを行っており、周年昼夜を問わず、本事

故の発生場所付近の航行経験が豊富であった。 

本船は、乗船者全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、壇ノ鼻南方沖で同鼻東側の瀬渡し場所に向かう目的で航行

中、船長が、サーチライト及びレーダーを活用しなくても壇ノ鼻沖を

いつもと同じ感覚で操船できると思い、目視で航行を続けたことか

ら、壇ノ鼻南側に向かっていることに気付かず、だんご
．．．

に乗り揚げた

ものと考えられる。 

 船長は、約４０年間の瀬渡し経験があること、昼夜問わず壇ノ鼻沖

を航行することに慣れていたこと、目的の場所まで近い距離であった

こと及び凪いでいて波の影響がなかったことから、壇ノ鼻沖をいつも

と同じ感覚で操船できると思ったものと考えられる。 

 船長は、釣り人が壇ノ鼻南東側にいたらサーチライトの光を眩しい

と感じると思ったことから、サーチライトを使用していなかったもの

と考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、壇ノ鼻南方沖で同鼻東側の瀬渡し場所に

向かう目的で航行中、船長が、サーチライト及びレーダーを活用しな

くても壇ノ鼻沖をいつもと同じ感覚で操船できると思い、目視で航行

を続けたため、壇ノ鼻南側に向かっていることに気付かず、だんご
．．．

に

乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・慣れた瀬渡し場所付近を航行する場合であっても、レーダーを活

用する、又は釣り人に遠慮することなく、サーチライトで船首方

を照射するなどして、船位を適切に確認すること。 

・船長は、事故発生後、負傷者の有無を確認し、速やかに海上保安

庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

瀬渡し場所 

壇ノ鼻 
大島二等三角点 × 

予定針路 
大島 

本船 

梶寄漁港 大分県 

佐伯市 

事故発生場所 

（平成３０年１１月１２日 

 ０５時０３分ごろ発生） 
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写真１ 本船 写真２ 右舷船底部外板の損傷状況 

壇ノ鼻 

事故発生場所 

写真３ 事故発生場所（空中写真） 

国土地理院 電子国土 Web 空中写真 


